
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

○
　

政

治

団

体

の

解

散

〃

 
 

○
　

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

 
 

目
　

　

　

次

担

当

課

（

室

）

○
　

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

 
 

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

○
　

広

島

・

岡

山

連

合

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

開

海

区

漁

業

調

整

委

員

【

告
　

　

　

示

】 
 

○
　

令

和

七

年

度

自

衛

官

第

十

次

募

集

（

自

衛

官

候

危

機

管

理

課

催

会

 

 
 

補

生

）

 
 

○
　

令

和

七

年

度

県

統

計

調

査

の

実

施

統

計

分

析

課 

○
　

特

定

施

設

の

設

置

及

び

構

造

等

の

変

更

の

許

可

環

境

管

理

課

 
 

申

請

 

○
　

土

壌

汚

染

対

策

法

に

基

づ

く

形

質

変

更

時

要

届

〃

 
 

出

区

域

の

指

定

の

一

部

撤

回

 

○
　

調

理

師

試

験

事

務

を

委

任

し

た

指

定

試

験

機

関

生

活

衛

生

課

 
 

の

所

在

地

の

変

更

 

○
　

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

 
 

医

師

の

指

定

及

び

辞

退 
 

○
　

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課 

○
　

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

同

意

を

求

め

る

た

め

の

水

産

課

 
 

届

出

及

び

指

定

漁

船

調

書

の

縦

覧 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

○
　

岡

山

県

海

面

漁

業

調

整

規

則

に

基

づ

く

聴

聞

〃

 
 

○
　

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

 
 

○
　

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

 
 

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

 
 

○
　

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○
　

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
六
号 

 

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
自
衛
官
候
補
生
の
令
和
七
年
度
募
集
の
要
領
は
□
次
の

と
お
り
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

採
用
自
衛
官
の
区
分 

自
衛
官
候
補
生 

二 

応
募
資
格 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
者
□
三
十
二
歳
の
者
に
あ
□
て
は
□

採
用
予
定
月
の
末
日
現
在
で
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
□
□
で
あ
□
て
□
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
□ 

１ 

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者 

２ 

自
衛
隊
法
□
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
□
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条

項
に
該
当
す
る
者 

３ 

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
□
に
よ
る
改
正
前
の
民
法

□
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
□
の
規
定
に
よ
る
準
禁
治
産
の
宣
告
を
受
け
て
い
る
者
の
う

ち
心
神
耗
弱
を
原
因
と
す
る
も
の
以
外
の
者 

三 

受
付
期
間 

令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で 

四 

採
用
試
験
種
目 

筆
記
試
験
□
口
述
試
験
□
適
性
検
査
□
身
体
検
査
及
び
経
歴
評
定 

な
お
□
筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
は
□
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
に
よ
り
実
施
す
る
□ 

五 

志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先 

市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
□
同
本
部
出
張
所
□
同
本
部
地
域

事
務
所
若
し
く
は
同
本
部
募
集
案
内
所 

六 

採
用
試
験
期
日 

１ 

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
□
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
□ 

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
及
び
同
月
二
十
五
日
の
う
ち
□
志
願
者
本
人
が
希
望
す
る
日
時 

２ 

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査 

令
和
八
年
二
月
二
十
八
日 

七 

試
験
場 

１ 

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
□
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
□ 

 
 

受
験
者
の
任
意
の
場
所
□
ス
マ
□
ト
フ
□
ン
□
Ｐ
Ｃ
等
を
使
用
し
通
信
環
境
を
有
す
る
場
所
□ 

２ 

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査 

 

(1) 

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
□
岡
山
市
北
区
下
石
井
□ 

 

(2) 

陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
□
岡
山
市
北
区
宿
□ 

 

(3) 

右
記
の
ほ
か
に
設
定
す
る
場
合
が
あ
る
□ 

八 

採
用
予
定
時
期 

１ 

令
和
八
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
間 

２ 

右
記
の
ほ
か
に
設
定
す
る
場
合
が
あ
る
□ 

九 

そ
の
他 

 

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
□
五
の
志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
□ 

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
八
六―

二
二
六―

〇
三
六
一 

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所 

 
 

 
 

 

〇
八
六
八―

二
二―

五
六
三
七 

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所 

 
 

 

〇
八
六―

四
二
二―

七
三
五
八 
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自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所 

 
 

 

〇
八
六
六―

二
二―

二
三
一
四 

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所 

 
 

 

〇
八
六―

二
二
四―

二
八
二
四 

ホ
□
ム
ペ
□
ジ 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
.
/
p
c
o
/
o
k
a
y
a
m
a
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
七
号 

 

令
和
七
年
度
に
お
い
て
□
次
の
県
統
計
調
査
を
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

県
統
計
調
査
の
名
称
及
び
目
的 

１ 

名
称 

在
宅
医
療
に
係
る
医
療
機
能
の
把
握
の
た
め
の
調
査 

２ 

目
的 

県
下
の
医
療
提
供
施
設
の
医
療
機
能
を
把
握
す
る
た
め
□□
退
院
支
援
□
□□
日
常
の
療
養
支
援
□
□

□
急
変
時
の
対
応
□
及
び
□
看
取
り
□
の
実
施
状
況
を
調
査
す
る
□
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
□
岡

山
県
保
健
医
療
計
画
の
策
定
□
評
価
の
指
標
等
に
活
用
す
る
□ 

二 

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

１ 

地
域
的
範
囲 

岡
山
県
全
域 

２ 

属
性
的
範
囲 

(1) 

医
療
機
関
の
う
ち
□
病
院
□
有
床
診
療
所
及
び
無
床
診
療
所
□
在
宅
医
療
に
関
す
る
診
療
報 

酬
を
加
算
し
て
い
る
無
床
診
療
所
に
限
る
□
□
□
以
下
□
医
療
機
関
等
□
と
い
う
□
□ 

(2) 

歯
科
医
療
機
関 

(3) 

訪
問
看
護
ス
テ
□
シ
□
ン 

三 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日 

１ 

報
告
を
求
め
る
事
項 

(1) 

医
療
機
関
等 

基
本
情
報
□
退
院
支
援
□
急
変
時
の
対
応
□
看
取
り
□
日
常
の
療
養
支
援
及
び
在
宅
医
療
を

今
後
更
に
推
進
し
て
い
く
た
め
の
課
題 

(2) 

歯
科
医
療
機
関 

基
本
情
報
及
び
日
常
の
療
養
支
援 

(3) 

訪
問
看
護
ス
テ
□
シ
□
ン 

基
本
情
報
□
日
常
の
療
養
支
援
□
緊
急
時
の
訪
問
看
護
□
退
院
支
援
□
看
取
り
□
訪
問
看
護

の
多
機
能
化
及
び
地
域
連
携
の
状
況 

２ 

そ
の
基
準
と
な
る
期
日 

 

令
和
八
年
一
月
一
日 

四 

報
告
を
求
め
る
者 

(1) 

医
療
機
関
等 

病
院
九
十
四
施
設
及
び
診
療
所
四
百
六
十
施
設 

(2) 

歯
科
医
療
機
関 

九
百
八
十
五
施
設 

(3) 

訪
問
看
護
ス
テ
□
シ
□
ン 

二
百
五
十
九
施
設 

五 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

郵
送
調
査
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査 

六 

報
告
を
求
め
る
期
間 

令
和
八
年
二
月
上
旬
か
ら
同
年
三
月
上
旬
ま
で 

七 

実
施
部
課
名 

保
健
医
療
部
医
療
推
進
課 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
八
号 

 

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
□
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
□
第
五
条
第
一
項
及
び
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
□
た
特
定
施
設
の
設
置
及
び
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
の
概
要
は
□

次
の
と
お
り
で
あ
る
□ 

 

な
お
□
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
し
□
及
び
そ
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に

つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

１
 

申
請

の
概

要
 

 
(
1
)
 
申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
並

び
に

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

 

 
 

名
 

称
 

ア
イ

サ
ー

ビ
ス

株
式

会
社

 

 
 

住
 

所
 

広
島

県
尾

道
市

美
ノ

郷
町

本
郷

１
番

地
1
2
3
 

氏
 

名
 

代
表

取
締

役
 

石
井

 
厳

権
 

 
(
2
)
 
工

場
又

は
事

業
場

の
名

称
及

び
所

在
地

 

 
 

名
 

称
 

ア
イ

サ
ー

ビ
ス

株
式

会
社

 
笠

岡
工

場
 

 
 

所
在

地
 

岡
山

県
笠

岡
市

港
町

１
－

3
4
、

１
－

3
6
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(3) 特定施設に関する事項 

区 分 新   設 新   設 新   設 新   設 新   設 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 37 38 39 41－①～② 45－①～③ 

種 類 

18 の２－イ 

冷凍調理食品製造業の

用に供する原料処理施設 

同左 同左 同左 同左 

能 力 200 本／時間 600kg／時間 2 トン／日 5,000 個／時間 70L／回 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 

同左 同左 同左 同左 工 事 完 成 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ

の概要 

断続 24 時間 同左 同左 同左 同左 

使用時におい

て当該特定施

設から排出さ

れる汚水等の

汚染状態の通

常の値及び最

大の値並びに

当該汚水等の

通常の量及び

最大の量 

区     分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 0.8 1.0 2.5 3.0 0.8 1.0 2.0 2.5 3.0 4.5 

ｐ Ｈ 6～8 

同左 同左 同左 同左 

ＢＯＤ（mg/Ｌ） 1,200 1,500 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 300 380 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 450 570 

油 分（mg/Ｌ） 350 440 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 50 70 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 12 15 

大腸菌数（CFU/mL） 無数 無数 

備考 １ 種類は、水質汚濁防止法施行令（昭和 46 年政令第 188 号）別表第１の号番号及び名称とする。 

２ 冷凍調理食品製造業の用に供する原料処理施設（41－①～②）の汚水等の量は、２基の合計を示す。 

３ 冷凍調理食品製造業の用に供する原料処理施設（45－①～③）の汚水等の量は、３基の合計を示す。 
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区 分 新   設 新   設 新   設 廃   止 廃   止 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 46－①～③ 47－①～② 49 １ ２ 

種 類 

18 の２－イ 

冷凍調理食品製造業の

用に供する原料処理施設 

同左 同左 同左 同左 

能 力 214L／回 30kg／回 600 ㎏/時間 45L／バッチ 50L／バッチ 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 

同左 同左 

－ 

同左 工 事 完 成 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 － 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 － 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ

の概要 

断続 24 時間 同左 同左 同左 同左 

使用時におい

て当該特定施

設から排出さ

れる汚水等の

汚染状態の通

常の値及び最

大の値並びに

当該汚水等の

通常の量及び

最大の量 

区     分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 2.25 3.0 2.5 3.0 0.5 1.0 2.0 3.0 

同左 

ｐ Ｈ 6～8 

同左 同左 同左 

ＢＯＤ（mg/Ｌ） 1,200 1,500 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 300 380 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 450 570 

油 分（mg/Ｌ） 350 440 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 50 70 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 12 15 

大腸菌数（CFU/mL） 無数 無数 

備考 １ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。 

２ 冷凍調理食品製造業の用に供する原料処理施設（46－①～③）の汚水等の量は、３基の合計を示す。 

３ 冷凍調理食品製造業の用に供する原料処理施設（47－①～②）の汚水等の量は、２基の合計を示す。 

 

 

 

 

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



 

区 分 廃   止 変 更 前 変 更 後 廃   止 廃   止 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 ３ ４－① 同左 ４－② ５－①～② 

種 類 

18 の２－イ 

冷凍調理食品製造業の

用に供する原料処理施設 

同左 同左 同左 同左 

能 力 500 本／時間 
2 枚刃：0.5 ㎜～40 ㎜ 

1 枚刃：2.0 ㎜～80 ㎜ 

玉ねぎ 5mm スライス 

300 ㎏/時間 

2 枚刃：0.5 ㎜～40 ㎜ 

1 枚刃：2.0 ㎜～80 ㎜ 
50 枚／分 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 

同左 

許可後直ちに － 

同左 工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 令和９年７月１日 － 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 令和９年７月１日 － 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ

の概要 

断続 24 時間 同左 同左 同左 同左 

使用時におい

て当該特定施

設から排出さ

れる汚水等の

汚染状態の通

常の値及び最

大の値並びに

当該汚水等の

通常の量及び

最大の量 

区     分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 1.0 2.0 0.5 2.0 0.5 1.0 0.5 2.0 1.0 4.0 

ｐ Ｈ 6～8 

同左 同左 同左 

同左 

ＢＯＤ（mg/Ｌ） 1,200 1,500 1,700 2,130 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 300 380 450 570 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 450 570 500 630 

油 分（mg/Ｌ） 350 440 450 570 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 50 70 70 90 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 12 15 16 20 

大腸菌数（CFU/mL） 無数 無数 同左 

備考 １ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。 

２ 冷凍調理食品製造業の用に供する原料処理施設（５－①～②）の汚水等の量は、２基の合計を示す。 

 

 

 

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



 

区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 29 同左 30 同左 31 

種 類 

18 の２－イ 

冷凍調理食品製造業の

用に供する原料処理施設 

同左 同左 同左 同左 

能 力 30kg／回 同左 140L／回 同左 10 玉／分 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに － 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 － 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 － 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ

の概要 

断続 24 時間 同左 同左 同左 同左 

使用時におい

て当該特定施

設から排出さ

れる汚水等の

汚染状態の通

常の値及び最

大の値並びに

当該汚水等の

通常の量及び

最大の量 

区     分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 3.0 4.0 1.0 1.5 3.0 4.0 1.5 2.0 5.0 6.0 

ｐ Ｈ 6～8 

同左 同左 同左 同左 

ＢＯＤ（mg/Ｌ） 1,200 1,500 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 300 380 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 450 570 

油 分（mg/Ｌ） 350 440 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 50 70 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 12 15 

大腸菌数（CFU/mL） 無数 無数 

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。 

  

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



区 分 変 更 後 新   設 新   設 変 更 前 変 更 後 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 31 40－①～⑥ 42－①～⑧ ６－①～④ 同左 

種 類 

18 の２－イ 

冷凍調理食品製造業の

用に供する原料処理施設 

18 の２－ロ 

冷凍調理食品製造業の

用に供する湯煮施設 

同左 同左 同左 

能 力 10 玉／分 300L 
2/1 ホテルパン 

20 段／回 
200L／バッチ 同左 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 

同左 同左 

－ 許可後直ちに 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ

の概要 

断続 24 時間 同左 同左 同左 同左 

使用時におい

て当該特定施

設から排出さ

れる汚水等の

汚染状態の通

常の値及び最

大の値並びに

当該汚水等の

通常の量及び

最大の量 

区     分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 2.0 3.0 9.0 12 6.4 8.0 16.0 20.0 4.0 5.0 

ｐ Ｈ 6～8 

同左 同左 同左 同左 

ＢＯＤ（mg/Ｌ） 1,200 1,500 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 300 380 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 450 570 

油 分（mg/Ｌ） 350 440 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 50 70 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 12 15 

大腸菌数（CFU/mL） 無数 無数 

備考 １ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。 

２ 冷凍調理食品製造業の用に供する湯煮施設（40－①～⑥）の汚水等の量は、６基の合計を示す。 

３ 冷凍調理食品製造業の用に供する湯煮施設（42－①～⑧）の汚水等の量は、８基の合計を示す。 

４ 冷凍調理食品製造業の用に供する湯煮施設（６－①～④）の汚水等の量は、４基の合計を示す。 

 

 

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 新   設 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 18－①～② 同左 33 同左 34 

種 類 

18 の２－ロ 

冷凍調理食品製造業の

用に供する湯煮施設 

同左 同左 同左 

18 の２－ハ 

冷凍調理食品製造業の

用に供する洗浄施設 

能 力 
1／2 ホテルパン 

40 段／回 
同左 600 ㎏/時間 同左 1,000kg／日 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに 

同左 工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ

の概要 

断続 24 時間 同左 同左 同左 同左 

使用時におい

て当該特定施

設から排出さ

れる汚水等の

汚染状態の通

常の値及び最

大の値並びに

当該汚水等の

通常の量及び

最大の量 

区     分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 2.0 3.0 1.0 1.5 6.0 8.0 7.0 8.0 5.5 6.0 

ｐ Ｈ 6～8 

同左 

同左 

同左 同左 

ＢＯＤ（mg/Ｌ） 300 400 1,200 1,500 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 200 300 300 380 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 200 300 450 570 

油 分（mg/Ｌ） 50 70 350 440 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 30 40 50 70 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 3 4 12 15 

大腸菌数（CFU/mL） 無数 無数 同左 

備考 １ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。 

２ 冷凍調理食品製造業の用に供する湯煮施設（18－①～②）の汚水等の量は、２基の合計を示す。 

  

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



区 分 新   設 新   設 新   設 新   設 新   設 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 35－①～⑮ 36－①～⑪ 43 44 48－①～② 

種 類 

18 の２－ハ 

冷凍調理食品製造業の

用に供する洗浄施設 

同左 同左 同左 同左 

能 力 0.32㎥（シンク容量） 同左 720 kg／時間 30 釜／時間 
温水 

120L/分×0.15MPa 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 

同左 同左 同左 同左 工 事 完 成 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ

の概要 

断続 24 時間 同左 同左 同左 同左 

使用時におい

て当該特定施

設から排出さ

れる汚水等の

汚染状態の通

常の値及び最

大の値並びに

当該汚水等の

通常の量及び

最大の量 

区     分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 15.0 18.75 11.0 13.75 1.75 2.0 5.0 6.0 2.5 3.0 

ｐ Ｈ 6～8 

同左 同左 同左 同左 

ＢＯＤ（mg/Ｌ） 1,200 1,500 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 300 380 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 450 570 

油 分（mg/Ｌ） 350 440 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 50 70 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 12 15 

大腸菌数（CFU/mL） 無数 無数 

備考 １ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。 

２ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設（35－①～⑮）の汚水等の量は、15基の合計を示す。 

３ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設（36－①～⑪）の汚水等の量は、11基の合計を示す。 

４ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設（48－①～②）の汚水等の量は、２基の合計を示す。 

  

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



区 分 新   設 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 50－①～② ７－①～⑧ 同左 ９－①～② 同左 

種 類 

18 の２－ハ 

冷凍調理食品製造業の

用に供する洗浄施設 

同左 同左 同左 同左 

能 力 10,000 枚／時間 0.23㎥（シンク容量） 同左 0.45㎥（シンク容量） 同左 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに － 許可後直ちに － 許可後直ちに 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ

の概要 

断続 24 時間 同左 同左 同左 同左 

使用時におい

て当該特定施

設から排出さ

れる汚水等の

汚染状態の通

常の値及び最

大の値並びに

当該汚水等の

通常の量及び

最大の量 

区     分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 30.0 32.0 40.5 44.0 12.0 14.0 18.0 22.0 4.0 5.0 

ｐ Ｈ 6～8 同左 

同左 同左 同左 

ＢＯＤ（mg/Ｌ） 1,200 1,500 600 750 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 300 380 250 320 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 450 570 300 380 

油 分（mg/Ｌ） 350 440 180 230 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 50 70 40 50 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 12 15 10 13 

大腸菌数（CFU/mL） 無数 無数 同左 

備考 １ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。 

２ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設（50－①～②）の汚水等の量は、２基の合計を示す。 

３ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設（７－①～⑧）の汚水等の量は、８基の合計を示す。 

４ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設（９－①～②）の汚水等の量は、２基の合計を示す。 

 

 

 

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 11 同左 12 同左 13－①～④ 

種 類 

18 の２－ハ 

冷凍調理食品製造業の

用に供する洗浄施設 

同左 同左 同左 同左 

能 力 10,000 枚／時間 同左 0.23㎥（シンク容量） 同左 0.53㎥（シンク容量） 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに － 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 － 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 － 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ

の概要 

断続 24 時間 同左 同左 同左 同左 

使用時におい

て当該特定施

設から排出さ

れる汚水等の

汚染状態の通

常の値及び最

大の値並びに

当該汚水等の

通常の量及び

最大の量 

区     分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 10.0 12.0 9.0 10.0 6.5 7.0 1.0 1.5 40.0 42.0 

ｐ Ｈ 6～8 

同左 同左 同左 同左 

ＢＯＤ（mg/Ｌ） 600 750 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 250 320 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 300 380 

油 分（mg/Ｌ） 180 230 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 40 50 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 10 13 

大腸菌数（CFU/mL） 無数 無数 

備考 １ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。 

２ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設（13－①～④）の汚水等の量は、４基の合計を示す。 

 

  

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



区 分 変 更 後 変 更 前 変 更 後 廃   止 変 更 前 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 13－①～④ 14－①～② 同左 15－①～② 22 

種 類 

18 の２－ハ 

冷凍調理食品製造業の

用に供する洗浄施設 

同左 同左 同左 同左 

能 力 0.53㎥（シンク容量） 0.24㎥（シンク容量） 同左 195 秒／ラック 2 トン／日 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに － 許可後直ちに － － 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 － － 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 － 令和９年７月１日 － － 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ

の概要 

断続 24 時間 同左 同左 同左 同左 

使用時におい

て当該特定施

設から排出さ

れる汚水等の

汚染状態の通

常の値及び最

大の値並びに

当該汚水等の

通常の量及び

最大の量 

区     分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 4.0 6.0 9.0 11.0 2.0 3.0 8.0 10.0 5.0 8.0 

ｐ Ｈ 6～8 

同左 同左 同左 同左 

ＢＯＤ（mg/Ｌ） 600 750 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 250 320 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 300 380 

油 分（mg/Ｌ） 180 230 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 40 50 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 10 13 

大腸菌数（CFU/mL） 無数 無数 

備考 １ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。 

２ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設（13－①～④）の汚水等の量は、４基の合計を示す。 

３ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設（14－①～②）の汚水等の量は、２基の合計を示す。 

４ 冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設（15－①～②）の汚水等の量は、２基の合計を示す。 
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区 分 変 更 後 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 22 

種 類 

18 の２－ハ 

冷凍調理食品製造業の

用に供する洗浄施設 

能 力 2 トン／日 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 令和９年７月１日 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ

の概要 

断続 24 時間 

使用時におい

て当該特定施

設から排出さ

れる汚水等の

汚染状態の通

常の値及び最

大の値並びに

当該汚水等の

通常の量及び

最大の量 

区     分 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 7.0 8.0 

ｐ Ｈ 6～8 

ＢＯＤ（mg/Ｌ） 600 750 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 250 320 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 300 380 

油 分（mg/Ｌ） 180 230 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 40 50 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 10 13 

大腸菌数（CFU/mL） 無数 無数 

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。 
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 (4) 汚水等の処理施設に関する事項 

区 分 変 更 前 変 更 後 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 Ａ 

同左 

種 類 及 び 型 式 排水処理槽 

構 造 鉄筋コンクリート 

主 要 寸 法 12,090W×24,690L×6,250H 

能 力 417 ㎥/日 

処 理 の 方 法 油水分離+生物流動床+硝化液循環膜分離活性汚泥方式 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 令和９年７月１日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 令和９年７月１日 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並びにその

使用に季節的変動がある場合はその概要 
連続 24 時間 同左 

使用時における当該汚

水等の処理施設による

処理前及び処理後の汚

水等の汚染状態の通常

の値及び最大の値並び

に当該汚水等の通常の

量及び最大の量 

区     分 
処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後 

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 365 417 365 417 346 417 346 417 

ｐ Ｈ 6～8 5.8～8.6 

同左 

ＢＯＤ（mg/Ｌ） 960 1200 10 15 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 290 370 20 30 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 390 490 40 50 

油 分（mg/Ｌ） 290 370 3 5 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 50 70 10 20 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 12 15 1 2 

大腸菌数（CFU/mL） 無数 無数 800 以下 800 以下 
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 (5) 排水口に関する事項 

排 水 口 番 号 No.12～18（雨水） 

区 分 
新   設 

通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 0 0 

ｐ Ｈ － － 

ＢＯＤ（mg/Ｌ） － － 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） － － 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） － － 

油 分（mg/Ｌ） － － 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） － － 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） － － 

大腸菌数（CFU/mL） － － 

２ 縦覧の期間及び場所 

 (1) 期 間 令和８年１月 30 日から同年２月 20 日まで 

 (2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び笠岡市役所 

       ホームページ https://www.pref.okayama.jp/soshiki/29/ 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
九
号 

 

平
成
三
十
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
及
び
平
成
三
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
四
十
号
に
よ
り
指

定
し
た
土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
□
以

下
□
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
□
と
い
う
□
□
の
一
部
に
つ
い
て
指
定
を
撤
回
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
を
一
部
撤
回
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 
 
 

総
社
市
清
音
古
地
無
番
地
の
一
部 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
以
下
□
規
則
□
と
い
う
□
□

第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 
 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
□
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
□
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
該
当
の
有
無 

 
 
 
 

規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
号
に
該
当 

四 

指
定
を
一
部
撤
回
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
詳
細
は
□
省
略
し
□
当
該
形
質
変
更
時
要
届

出
区
域
の
台
帳
の
縦
覧
を
も
□
て
こ
れ
に
代
え
る
□ 

ひ  
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
号 

 

調
理
師
法
□
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
□
第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受

け
た
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
□
か
ら
□
調
理
師
法
施
行
令
□
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三

百
三
号)

 

第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
定
試
験
機
関
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
及
び
試
験
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

変
更
前 

 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二―

八―

五
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
五
階 

二 

変
更
後 

 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
一
丁
目
四
番
一
号
内
山
ビ
ル 

三 

変
更
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
一
号 

身
体
障
害
者
福
祉
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
□
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
令
和
八
年
一
月
二
十
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□
ま
た
□

同
項
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
□
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
□
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
□ 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

一 

指
定
し
た
医
師 

 
 

指
定
医
師
名 

 
 

 
 

 
 

診 

療 

科 

目 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所 

在 

地 

徳 

田 

貴 
大 

 
 

 
 

肢
体
不
自
由 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

社
会
医
療
法
人
緑
壮
会 

金
田
病
院 

 
 

 
 

真
庭
市
西
原
六
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

指
定
を
辞
退
し
た
医
師 

 
 

指
定
医
師
名 

 
 

 
 

 
 

診 

療 

科 

目 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所 

在 

地 

 

内 

野 

崇 

彦 
 

 
 

 

肢
体
不
自
由 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

社
会
医
療
法
人
緑
壮
会 

金
田
病
院 

 
 

 
 

真
庭
市
西
原
六
三
番
地 
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
二
号 

 

森
林
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
□
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

総
社
市
宍
粟
字
北
高
山
一
の
一
四
□
国
有
林
□
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
□
□
□
二
の
五
・
二
の

六
□
以
上
二
筆
国
有
林
□ 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

解
除
の
理
由 

 
 
 

指
定
理
由
の
消
滅 

□
□
次
の
図
□
は
□
省
略
し
□
そ
の
図
面
を
岡
山
県
庁
及
び
総
社
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
□
□ 
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
三
号 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
□
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□

漁
船
損
害
等
補
償
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
□
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
□
た
の
で
□
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
中
区
高
屋
二
一
九―

一
〇 

 
 

 

岸
本 

□
正 

岡
山
市
南
区
阿
津
二
六
〇―

三 
 

 
 

 

大
元 

智
朗 

二 

加
入
区 

 
 

岡
山 

三 

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称 

 
 

岡
山
市
漁
業
協
同
組
合 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
二
月
十
三
日
ま
で 

五 

縦
覧
場
所 

 
 

岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課 
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□
四
一
□
岡
山
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
□
昭
和
四
十
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
五
号
□
第
四
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
聴
聞
を
行
う
□ 

 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 
 

聴
聞
を
受
け
る
者 

岡
山
県
倉
敷
市
玉
島
柏
台
五
丁
目
六
番
一
六
号 

 
 

 
 

 
 

 

□
狭 

松
二 

香
川
県
綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
六
二
八
番
地
二
四
二 

 
 

 
 

 
 

山
本
富
士
雄 

二 
 

期
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
午
前
十
一
時
か
ら 

三 
 

場
所 

 
 
 
 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

 
 
 
 

岡
山
県
庁
七
階
水
産
課
分
室 
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□
四
二
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

小
田
郡
矢
掛
町
東
三

成
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
三
級
基
準
点
測
量
及
び

四
級
水
準
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

終

了

年

月

日 
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□
四
三
□
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
□
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
□
以
下
□
政
令
□
と
い
う
□
□
に
基
づ
き
□
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
□
次
の
と

お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
□ 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

特
定
役
務
の
名
称 

□
岡
山
県
警
察
ヘ
リ
コ
プ
タ
□
の
12
か
月
特
別
点
検
□
整
備
及
び
修
理
□
の
追
加
修
理 

二 

契
約
期
間 

令
和
八
年
一
月
九
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

岡
山
県
警
察
本
部
警
備
部
警
備
課 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

四 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日 

令
和
八
年
一
月
九
日 

五 

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
所
在
地 

エ
ア
ロ
ト
ヨ
タ
株
式
会
社
岡
山
営
業
所 

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
三
番
八
号 

六 

契
約
金
額 

八
八
□
一
六
八
□
三
〇
〇
円
□
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
八
□
〇
一
五
□
三
〇
〇
円
□ 

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
□
契
約
方
法
□ 

随
意
契
約 

八 

随
意
契
約
の
理
由 

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め 

 

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
一
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一

 

　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

 

　
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

　

政
治
団
体
の
名
称

　

代
表
者
の
氏
名

　

会
計
責
任
者
の
氏
名 

　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

届
出
年
月
日

 
 

 
 

 

川
上
と
も
み
応
援
団

川　

上　

智　

美

髙　

橋　

恵　

美

岡
山
市
南
区
箕
島
九
五
三

二　

二
〇
二

令
和
七　

・
一
二
・
二
四

―

 
 

 
 

 

か
わ
さ
き
美
都
後
援
会

河　

﨑　

美　

都

河　

﨑　

美　

都

玉
野
市
和
田
二

一
〇

一
六

〃　
　
　
　

一
二
・
二
五

―

―

 
 

 
 

 

自

然

共

栄

党

武　

久　
　
　

修

武　

久　

宏　

子

瀬
戸
内
市
邑
久
町
庄
田
一
一
六
四

〃　
　
　
　

一
二
・
二
一

 
 

 
 

 

た
だ
ひ
ろ
ゆ
き
後
援
会

夛　

田　

紘　

幸

夛　

田　

淑　

子

岡
山
市
東
区
西
大
寺
松
崎
一
七
二

一

〃　
　
　
　

一
二
・
二
五

―

 
 

 
 

 

中
井
泰
洋
後
援
会

森　

藤　

智
加
夫

中　

井　

泰　

洋

勝
田
郡
奈
義
町
豊
沢
七
五
七

〃　
　
　
　

一
二
・
二
四

 
 

 
 

 

堀
江
ひ
ろ
し
後
援
会

堀　

江　
　
　

裕

佐
々
井　

万　

起

新
見
市
金
谷
一
一
六
五

六

〃　
　
　
　
　

三
・
二
七

―

 
 

 
 

 

正
木
あ
き
ひ
ろ
後
援
会

三　

村　

隆　

康

正　

木　

志　

和

備
前
市
新
庄
一
五
〇
二

〃　
　
　
　

一
二
・
一
二

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
二
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一

 

　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

 
 

 
 

 
 

 

　

政
治
団
体
の
名
称

　

代
表
者
の
氏
名

　

異
動
事
項

　
　
　

新

　
　
　

旧

　

異
動
年
月
日

 
 

 
 

 
 

岩
田
け
い
い
ち
後
援
会

岩　

田　

聡　

子

代
表
者
の
氏
名

岩　

田　

聡　

子

岩　

田　

惠　

一

令
和
七　

・　

五
・
二
五

 
 

 
 

 
 

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

岩　

田　

聡　

子

岩　

田　

惠　

一

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

片
岡
聡
一
後
援
会

宮　

田　

信　

義

代
表
者
の
氏
名

宮　

田　

信　

義

大　

角　

昭　

三

〃　
　
　
　

一
二
・
一
九

 
 

 
 

 
 

か
わ
さ
き
美
都
後
援
会

河　

﨑　

美　

都

〃

河　

﨑　

美　

都

太　

田　

正　

行

令
和
六　

・
一
二
・
三
〇

 
 

 
 

 
 

柴
田
よ
し
ろ
う
後
援
会

柴　

田　

義　

朗

会
計
責
任
者
の
氏
名

朝
日
野　

正　

基

柴　

田　

義　

朗

令
和
七　

・
一
二
・
二
三

堀
江
ひ
ろ
し
後
援
会

堀　

江　
　
　

裕

〃

佐
々
井　

万　

起

堀　

江　

昌　

子

令
和
五　

・
一
〇
・
一
〇

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
三
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一　
　

 

　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

 
 

 

　

政
治
団
体
の
名
称

　

代
表
者
の
氏
名

　

解
散
年
月
日

 
 

 

岩
田
け
い
い
ち
後
援
会

岩　

田　

聡　

子

令
和
七　

・　

五
・
二
五

 
 

 

岩
田
ひ
で
ゆ
き
後
援
会

岩　

田　

秀　

之

〃　
　
　
　

一
二
・
二
三

 
 

 

岩
本
そ
う
八
後
援
会

岩　

本　

壮　

八

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 

か
じ
た
省
三
後
援
会

梶　

田　

省　

三

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 

川
上
と
も
み
応
援
団

川　

上　

智　

美

〃　
　
　
　

一
二
・
二
四

 
 

 

か
わ
さ
き
美
都
後
援
会

河　

﨑　

美　

都

令
和
六　

・
一
二
・
三
一

 
 

 

と
ん
ぐ
う
美
津
子
後
援
会

頓　

宮　

美
津
子

令
和
七　

・
一
二
・
二
三

 
 

 

中
井
泰
洋
後
援
会

森　

藤　

智
加
夫

令
和
六　

・
一
二
・
三
一

 
 

 

林
光
和
後
援
会

石　

川　

至　

海

令
和
七　

・　

五
・
三
一

 
 

 

ひ
が
な
つ
み
岡
山
県
後
援
会

小
見
山　
　
　

信

〃　
　
　
　

一
一
・
三
〇

 
 

 

堀
江
ひ
ろ
し
後
援
会

堀　

江　
　
　

裕

令
和
五　

・
一
二
・　

一

吉
田
ひ
で
き
後
援
会

吉　

田　

英　

樹

令
和
七　

・
一
二
・　

一

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
四
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一　
　
　

 
 

 
 

 
 

　

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た

　

公
職
の
種
類

　

資
金
管
理
団
体
の
名
称

　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

指
定
年
月
日

 
 

 
 

 
 

　

者
（
代
表
者
）
の
氏
名

夛　

田　

紘　

幸

岡
山
市
議
会
議
員

た
だ
ひ
ろ
ゆ
き
後
援
会

岡
山
市
東
区
西
大
寺
松
崎
一
七
二

一

令
和
七　

・
一
二
・
二
五

―

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
五
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

 
　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一

 

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

 
 

 

　

資
金
管
理
団
体
の
届

　

資
金
管
理
団
体
で

　

資
金
管
理
団
体
の
名
称

 
 

 

　

出
を
し
た
者
の
氏
名

　

な
く
な
っ
た
年
月
日

 
 

 

岩　

田　

秀　

之

岩
田
ひ
で
ゆ
き
後
援
会

令
和
七　

・
一
二
・
二
三

 
 

 

岩　

本　

壮　

八

岩
本
そ
う
八
後
援
会

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 

梶　

田　

省　

三

か
じ
た
省
三
後
援
会

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 

頓　

宮　

美
津
子

と
ん
ぐ
う
美
津
子
後
援
会

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 

堀　

江　
　
　

裕

堀
江
ひ
ろ
し
後
援
会

令
和
五　

・
一
二
・　

一

吉　

田　

英　

樹

吉
田
ひ
で
き
後
援
会

令
和
七　

・
一
二
・　

一

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号



 

◎
広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

　

広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
七
十
回
広

 
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

 

　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会　
　

長　
　

北　
　

田　
　

國　
　

一　

 

一　

日
時　

 

　
　

令
和
八
年
二
月
三
日
（
火
）

 

　
　

午
後
二
時
か
ら

 

二　

場
所　

福
山
市
三
吉
町
一
丁
目
一
番
一
号

 

広
島
県
福
山
庁
舎　

第
三
庁
舎
三
八
一
・
三
八
二
会
議
室

 

　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
四
）
九
二
一

一
三
一
一

―

 

三　

議
題

 

　
　

第
一
号
議
案　

令
和
八
年
度
に
お
け
る
各
種
漁
業
の
入
会
調
整
に
つ
い
て

令和８年１月３０日　岡山県公報　第１２７７３号


